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３） 障がい児保育 

３歳以上で障がいの程度が中程度であり、集団保育が可能な児童を対象に実施しています。原則、児童１

人に対し保育士１人を配置。本町保育所で実施（定員２名）しています。 

《手続き》 

障害者手帳又は手当支給を証明する書類 

【【【【担当担当担当担当】】】】    洞爺湖町教育委員会洞爺湖町教育委員会洞爺湖町教育委員会洞爺湖町教育委員会    管理課管理課管理課管理課    保育保育保育保育・・・・高校教育高校教育高校教育高校教育グループグループグループグループ    電話電話電話電話    74747474----3009300930093009    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


